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「ビワイチ推進総合ビジョン」の策定について 

 

 県では、自転車の活用推進による地域活性化に向けて、様々な主体が一体となって

取り組みを進める道標とするため、「理想となるビワイチ像」をまとめた「ビワイチ推進

総合ビジョン（平成 30 年 3 月）」を策定いたしましたので、お知らせします。 

 

記 

 

【「ビワイチ推進総合ビジョン」の主な内容】 

目指すべき姿 

観光客を含むサイクリスト、自動車運転者、歩行者等が互いに尊重し合い、

共存する環境の中、国内外から多くの方々が来訪し、安全で快適に自転車によ

る県内周遊（「ビワイチ」「ビワイチ・プラス」）を楽しんでいるとともに、地域

の豊かな自然や文化、食、人とのふれあいを通じて県全体が活性化され、県民

自身も自転車で県内周遊を楽しんでいる 
 

目指すべき姿を実現するための基本方針 

○国内外に向けたサイクリングブランド「ビワイチ」の確立および観光・地域

経済の振興につながる仕組みづくり  

○サイクリストから自転車初心者まで、安全かつ気軽にサイクリングを楽しめ

る環境づくりや「ビワイチルール」の意識づけ 

○県民自身が自転車で県内を周遊することで「地域の魅力再発見」「環境保全意

識の醸成」「健康の増進」等につながる取組の推進 

                

 

 

 

これらを具体的にわかりやすくするために、「物語」として描く 

 

 

※4 月 5 日（木）米原→木之本間でビワイチ「物語」の一部を体験いただけます（別紙参照）。 

 

 



ビワイチ推進総合ビジョン 概要

目指す姿

観光客を含むサイクリスト、自動車運転者、歩行者等が互いに尊重し合い、共存する環境の中、国内外から多くの方々
が来訪し、安全で快適に自転車による県内周遊（「ビワイチ」「ビワイチ・プラス」）を楽しんでいるとともに、地域の豊かな
自然や文化、食、人とのふれあいを通じて県全体が活性化され、県民自身も自転車で県内周遊を楽しんでいる

方針１ 国内外に向けたサイクリングブランド
「ビワイチ」の確立および観光・地域経済の振興
につながる仕組みづくり

方針２サイクリストから自転車初心者まで、安
全かつ気軽にサイクリングを楽しめる環境づくり
や「ビワイチルール」の意識づけ

・ルール・マナー遵守に向けた取組
・自転車走行空間の確保
・公共交通機関との連携
・トラブル時の相談や対応体制づくり
・様々なニーズに対応できるレンタル自転車の充実促進 等

・国内外に対する「ビワイチ」による観光誘客
・サイクリスト向けサービスの充実、地域資源を活かした商品開発

・サイクリングツアーガイドの育成・情報交流
・サイクリストの受入体制および休憩拠点の整備促進
・サイクリングに関する総合窓口の設置 等

方針３ 県民自身が自転車で県内を周遊する
ことで「地域の魅力再発見」「環境保全意識の
醸成」「健康の増進」等につながる取組の推進

・自転車散策による地域の魅力発見と発信
・サイクリング体験機会の創出
・サイクリストとコミュニケーションが生まれる環境づくり

・サイクリングによる健康づくり促進に向けた情報発信

・「ビワイチ」や「ビワイチ・プラス」による自然とのふれあい推進 等

県によるビワイチ環境整備

本ビジョンで「ビワイチ」の魅力や地域振興等に向けた可能性を描いた「理想とする「ビワイチ」物語」

基本方針

（県外の人）

・「ビワイチ」の受入体制が充実し、繰り返し「ビワイチ」を

楽しんでいる。

・湖岸では様々な人が快適に「ビワイチ」を楽しんでいる

光景が広がっている。

・当たりまえのルールとマナーが浸透し、飲食店や宿泊施設

などでサイクリスト向けのサービスが充実していることを実感する。

・県内の様々な立寄スポットに魅了されるとともに、地元の方との

会話も弾み、滋賀の魅力や琵琶湖の素晴らしさを肌で感じる。

自転車散策による地域の魅力発見

サイクリスト向けサービスの充実

サイクリングを楽しむ地元の人々

（ストーリーの中で紹介しているイメージ写真）

繰り返し、ビワイチを楽しむ国内外の人々（県内の人）

・自転車を利用する機会が増え、今では古い町並みや里山を

巡るようになった。

・トラブルに対するレスキュー体制や公共交通機関との連携が

図られ、誰もが安心して楽しめる。

・地元で開催されるサイクリングイベントに地元の人が多

く参加し、親子連れで自転車を楽しむ人が増えている。

・「ビワイチ」「ビワイチ・プラス」を通じて、健康増進につながる

とともに、琵琶湖への感謝の気持ちが高まっている。

〇 矢羽根型路面表示

矢羽根型の路面表示を平成30年度までに整備。
自転車走行場所の確保、ドライバーへの注意喚起を促す。

自転車走行エリア明示 134.8km

〇 自転車走行空間の確保 走行空間モデル整備 3地域

限られた道路空間において、多くのサイクリストと歩行者や
自動車が安全に道路を共有できるモデル整備に取り組む。

※走行空間モデル整備については、国の自転車活用推進計画（法定計画）に基づき、
県の整備計画を見直す予定。

〇 休憩拠点整備 休憩拠点整備 7個所

ビワイチルート沿いの緑地公園内にサイクリストの交流拠点となる
東屋などの休憩施設を整備する。

〇 ＩＣＴを活用した情報提供 アプリを活用し、道路施設と連動した誘客推進

・地図アプリと連動した道案内、情報配信
・ビーコンを活用した周辺情報の配信
・サイクリングをしている方の記念写真を自動撮影
・カウントセンサーによる走行情報の収集

〇 内陸部への誘客

・「ビワイチプラス」コースの選定とマップでの情報発信
・案内看板設置やアプリでの発信等による立ち寄り先情報の配信

施策の方向
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第１ ビジョンの考え方                         

 

現在、全国でサイクリングが盛り上がり、各地で地域の魅力を活かしたサイク

ルツーリズムが進められています。サイクリング関連のイベントが開催されると

広い範囲から数多くの参加者が集まるほか、海外からのサイクリングツアーも増

加しています。 

 

滋賀県においては、自転車で琵琶湖一周する「ビワイチ」が人気を博し、サイ

クリング愛好家の間で「走ってみたいサイクリングコース」として、休日には数

多くの方々がサイクリングを楽しむ姿が見られるようになってきており、自転車

で琵琶湖１周する方も右肩上がりに増加しています。（推計値：平成 27 年（2015

年）5 万 2 千人、平成 28 年（2016 年）7 万 2 千人、平成 29 年（2017 年）9 万

5 千人） 

 

「ビワイチ」の呼称は、「琵琶湖一周」の略称から始まったと言われています。

Web 上では平成 13 年（2001 年）に一番古い表記が見られ、自転車もしくはバ

イク（自動二輪）での琵琶湖一周にも用いられていました。現在は、自転車、バ

イクの他、ランニング、ウォーキング、ドライブ、鉄道（琵琶湖線・北陸線・湖

西線）、バスなど、様々な方法の「琵琶湖一周」に用いられています。 

 

県内では、これまでも小学校の体験学習で電車による「ビワイチ」が行われた

り、中学校や高校の卒業記念に「ビワイチ」にチャレンジしたり、あるいは自動

車運転免許を取ったらまずは「ビワイチ」をされるなど、滋賀県民にとっても「ビ

ワイチ」はとても身近なものとなっており、自転車による「ビワイチ」体験者の

およそ４分の１は滋賀県民自身とのアンケート結果も出ています。 

 

サイクリングは、自動車の速度で見える風景と異なり、自動車やバイクならつ

いつい通過してしまうようなところにも気軽に立ち寄ることができ、目的地に到

達した時に得る心地よい疲労感と達成感で心身がリフレッシュされます。 

 

さて、琵琶湖を中心とした自然環境の保全に取り組んできた滋賀県では、二酸

化炭素を排出しない環境にやさしい交通手段である自転車の活用促進に向けて、

先駆的な取組が進められてきた歴史があります。 

 

昭和 48 年（1973 年）には、全国に先駆けて旧八日市市（現東近江市）で「自

転車都市宣言」がなされたほか、県全体でも自転車とエコロジーを掛け合わせた

「バイコロジー」推進運動が展開され、並行して自転車利用環境の整備が進めら

れるなど、歴史的にも自転車の利用を促進してきたという経緯があり、現在も、

各地で自転車利用推進の取組が行われています。また、平成 28 年（2016 年）2

月には、「滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されま

した。 
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自転車は、単に環境にやさしい身近な交通手段であるというだけでなく、今や

国民的課題となっている生活習慣病の予防・改善など、健康増進に効果が期待で

きる乗り物でもあります。 

 

豊かな自然環境や独自の生活文化に恵まれ、健康長寿県とされる滋賀県での県

民自身によるサイクリング文化の拡大は、県民自身が改めて国民的資産である琵

琶湖およびそこに息づく文化や暮らしなど、滋賀の奥深い魅力を再発見すること

にもつながるほか、健康増進に向けた象徴的な取組としても有意義です。 

 

こうしたことをふまえ、本ビジョンでは、特に自転車による「ビワイチ」のほ

か、内陸部を周遊する「ビワイチ・プラス」ついて、安全・安心に周遊できる環

境整備や地域の魅力づくり、県内外への発信、県民自らサイクリングを楽しむ未

来を創りあげるために共有する取組の方向性を示し、交流人口の増加、琵琶湖を

はじめとした環境保全、県民自身の健康増進を通じた地域の活性化を目指します。 

 

本ビジョンは、自転車による周遊の目指す姿を描く物語から始まります。続い

て実現に向けた基本方針および、施策対象を明確にした上で、施策の方向を記載

しています。本ビジョンを基に、県民の皆さんや事業者、関係団体、自治体と共

通認識のもと、自転車の活用推進による持続可能な地域活性化に向けた取組を進

めていきたいと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本ビジョンでは、サイクリングの盛り上がりを県全体で活かしていく

という趣旨から、自転車によるびわ湖一周「ビワイチ」だけではなく、

内陸部を周遊するコースを「ビワイチ・プラス」として並行して推進し

ていくこととしています。 
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第２ 目指す姿                            

 

観光客を含むサイクリスト、自動車運転者、歩行者等が互いに尊重し合い、共

存する環境の中、国内外から多くの方々が来訪し、安全で快適に自転車による県

内周遊（「ビワイチ」「ビワイチ・プラス」）を楽しんでいるとともに、地域の豊

かな自然や文化、食、人とのふれあいを通じて県全体が活性化され、県民自身も

自転車で県内周遊を楽しんでいる。 

 

近年、大きな盛り上がりを見せているサイクリングを活かした県全体の活性化

に向けて、限られた道路空間を様々な利用者がシェアし合える走行環境づくり、

ルールとマナーの啓発を進めるとともに、琵琶湖岸（「ビワイチ」）だけではなく、

内陸部を含めた自転車による県内周遊（「ビワイチ・プラス」）推進に向けた観光

資源の魅力向上や情報発信を進める中で、周遊する方々が自転車に乗ることだけ

を楽しむだけではなく、自然、文化、食など県内にある様々な魅力や人とのふれ

あいを通じて、県全体が色々な面で活性化していくことを目指すものです。 

 

 また、県民自身が琵琶湖一周を身近に感じているという県民性の中で、自転車

で県内を周遊することを通じて、県民自身が改めて滋賀の魅力を再発見するほか、

「環境の保全」への意識醸成や「健康の増進」を目指します。 
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〇 思い描く将来の「ビワイチ」体験者の姿 

 将来こんな「ビワイチ」を実現していきたい「目指す姿」の具体像を、次のと

おりストーリーとして示します。 

 

 

（県外の人） 

「ビワイチ」はサイクリストでは知らな

い人はいない（方針１）。坂道が少なく、他のど

こにもない広い湖と山と空の風景は、来た

人を裏切らないクオリティ。雑誌やインタ

ーネットなど様々な媒体で多く情報が発信

され（方針１）、友人や知人の評価も高い。 

 

滋賀に行くとサイクリストだけでなく、

日常的に自転車を利用する人が多く見られ、サイクリストならずとも滋賀県で自

転車に乗りたい、と感じるようになってくる。そんな雰囲気に導かれ、5 回目の

「ビワイチ」に向かう（方針１）。 

 

新幹線で米原駅に着いた。「ビワイチ」は

半年ぶり。米原駅には、駅直結でスポーツ

タイプの自転車が借りられるレンタサイク

ルの施設（方針 2）がある。今日借りる自転車は

滋賀県内で作っているハンドメイド自転車
（方針 1）。滋賀県らしいサービスとして、「コ

コクール マザーレイク・セレクション」

に選定されたレンタサイクル（方針 2）だ。 

 

滋賀にはここだけでなくスポーツタイプの自転車が借りられるレンタサイク

ル施設が何カ所もあり、電動アシスト車等様々なタイプ自転車も借りられるそう

だ（方針 2）。 

 

レンタル自転車施設では、手早くフィッティングをしてもらいながら、お勧め

のコース情報、立ち寄りスポットへの行き方、工事中で片側通行になっている個

所を注意して通らなければいけない場所等の話を聞くことができた（方針 2）。事前

には調べてきたけど、こんないい所が滋賀にはあったとは思わず、さらに交通情

報まで聞けたことは大変有り難かった。 

 

 最後に、県内を自転車で走る時に守ってほしい「ビワイチルール」について改

めて説明を受ける（方針 2）。基本的な交通ルールだけでなく、「地域の人や他のサイ

クリストにはあいさつをしよう」といった、周りの人とよい関係を築くためのマ

ナーや心得も定められていて、聞くたびに「きちんと守ろう」と心がけている。 

 

 
 
 



 

ビワイチ推進総合ビジョン  7 
 

今回はいろいろ寄り道をしながら 2 泊 3 日。「ビワイチ」に関する相談窓口が

あって（方針１）、何でも教えてもらえる。ゆっくり桜を観るなら行程に余裕を持た

せた方が良いというアドバイスをもらったので、2 日の予定を 3 日に延ばした。

宿情報のほか、楽しそうな立ち寄りスポットをいくつも教えてもらった。 

 

さあ、いよいよ出発。湖岸まで行ってみると、

多くの様々なサイクリストがビワイチを楽し

んでいる（方針 3）。ロードバイクが車道を颯爽と走

っている。シティサイクルの親子連れやシニア

カップルは、自転車が通行できる歩道をゆっく

り楽しんでいる（方針 2）。 

 

路面に表示されている青矢羽根に従って進めば迷うこ

となく進むことが出来るし、所々に距離標があって、今

の位置と次の目標まであとどれくらいなのかが分かりや

すい（方針 2）。 

 
時々、自動車に追い越されるが、こちらに思いやって

幅をあけて追い抜いてくれる（方針 2）。こちらも、仲間とグ

ループで走るときは、長い列にならないよう十分に気を

つける（方針 2）。そして、信号を守り、左側通行。当たり前

のルールとマナーで「ビワイチ」は支えられている（方針 2）

と思う。 

 

桜並木が続くところにきた。自動車で走

っていると気付かなかったが、ここの桜は

素晴らしい（方針 3）。通り抜けると、ビオトー

プが現れた。ここでは琵琶湖の生態系を豊

かにする取組が行われているとのこと。ボ

トルに入れたお茶でのどをうるおしながら、

ヨシや魚を眺めていると、琵琶湖を守りた

い気持ちがわいてくる（方針 3）。 

 

昼食予定のレストランに到

着。事前に入手したサイクリ

ングマップとダウンロードし

たアプリが道案内をしてくれ

たので、迷わず着いた（方針 2）。

サイクルラックに自転車を置

き、ボリュームたっぷりのサイクリストメニュー（方針 1）をオーダー。出てきた料

理は新鮮な琵琶湖の幸や滋賀県産の野菜がたっぷりのここでしか食べられない

メニュー。ＳＮＳ用に写真を撮影。（方針 1）。地元の食文化に触れられて大満足。 
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レストランには「ビワイチ」ロゴマークが見えるお土産販売コーナーがあり、

地元の農産物やお酒などが売られていた（方針 1）。自転車だと荷物は増やせない。

だけど、ここでは自宅への宅配だけでなく、指定すれば今夜の宿にも送ってくれ

る（方針 1）とのこと。今日泊まるホテルに地酒を送った。今夜ゆっくり飲もう。 

 

食後は、琵琶湖岸を離れて文化財巡り（方針 1）。自

転車だと国宝が安置されているお寺の周りの何と

もいえない雰囲気を存分に味わうことが出来る。滋

賀県の人は「どこにでもある」というけれど、神社

とお寺のある村は都会にはない。この前、一緒にサ

イクリングしたドイツの留学生は「これが本当の日

本」と繰り返しつぶやきながら写真を SNS にアップ

しまくっていた。 

 

文化財巡りの途中、村の雰囲気を楽しみながら自転車を押して歩いていると、

農作業をしていた地元のお年寄りが話しかけてくる（方針 3）。「県外から来た」と言

うと、村の歴史や水とつながった生活文化の話を面白く聞かせてくれた。この人

もサイクリストで毎週 1 回は近所を走っているそうだ。お孫さんも自転車に乗っ

ていて（方針 3）、自転車に乗っている人がみんな他人とは思えないらしい。 

 

途中で休憩中の女性グループから、近くの和菓子

屋さんに名物があることを教えてもらい、寄ること

にする（方針 3）。彼女たちはレンタサイクルで「ビワ

イチ」中で、今日の自転車は途中返却し、また来週

に続きを走りに来るという。 

 

ゆったりと寄り道をし過ぎて、予定していた出発時間を

大幅に過ぎてしまった。陽のあるうちに宿に着くのはしん

どい感じ。しかし少し先の港から船に乗れば、夕陽を見な

がらショートカットできるみたいだ（方針 2）。早速港に電話し

て予約。湖の風を浴びながら宿に近い港へ。 

 

宿に着くと、自転車を押して宿の中

へ（方針 3）。レンタサイクルとはいえ、最

大の旅の友を屋外に置いてはおけない。

ここはサイクリスト向けのサービスを

提供しているお勧めの宿（方針 1）。今日は

オーストラリアや台湾、イギリスなど

海外のサイクリストが多いらしい。ロ

ビーは本当にインターナショナル。 

 

夕食後、ロビーでイギリスから来られたサイクリストと話す（方針 1）。日本各地
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のサイクリングコースを順番に回っているらしい。イギリスでも日本へのサイク

リングツアーは人気で、「ビワイチ」は WEB などでダイレクトに情報が発信され

ていて、（方針 1）特に人気があるらしい。 

 

今回は大津からガイド同行のツアーで琵琶湖につなが

る河川の上流にある棚田や里山の風景を楽しみながら走

ってきたとのこと（方針 1）。ガイドは英語で沿道のスポット

や風景について分かりやすく説明してくれるので、とて

も人気があるとのこと。明日は琵琶湖岸を走り、ウォー

タースポーツ体験もするらしい。 

 

このツアーでは、休憩ごとに飲物やお菓子を出してくれるし、時には必要に応

じ、交差点で安全に誘導もしてくれる。もちろんパンクなどのトラブル対応も万

全であった（方針 1）とのこと。 

 

今日の行程を無料 Wi-Fi を使って

ＳＮＳにアップした（方針 1）。すると

多くの友達から反応があり、次回、

一緒にサイクリングして、その景色

を見たいという声が届いた。今日は

日本最大の湖である琵琶湖、その大

きさや素晴らしさを肌で感じた一

日だった（方針 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文章中の下線部は、P12 に記載している基本方針とのつながりを表したものです。） 
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（県内の人） 

守山のサイクリスト聖地碑を自転車で

仲間と一緒に出発。友人に誘われてはじ

めた自転車。琵琶湖 1 周する体力はまだ

ないけど、風を浴びるサイクリングは大

好きだ。たいていの運動は苦手だったが、

健康にも良い自転車に乗るのは抵抗がな

い（方針 3）。Web で初心者向けのサイクリン

グコース情報も見るようになった（方針 3）。

最近はしばらく自転車に乗らないと落ち

着かず、通勤に自転車を使うようにもな

った（方針 3）。 

 

 昔、小学校では電車で琵琶湖を 1 周するという体験学習があったし、運転免許

をとった時の最初のドライブは琵琶湖一周だった。琵琶湖を巡るのは滋賀県民の

心に刻まれた「文化」といってもいいように感じている。 

 

自転車に乗り始めて、最初は湖岸を走ってい

たが、最近は内陸部を走ることが増えてきた。

今まで気付かなかった美しい田園風景も多く、

今ではお気に入りのサイクリングコースのひ

とつになっている（方針 3）。しばらく湖岸を走った

後、古い町並みをポタリングして、その後は里

山を巡る予定。ビワイチ・プラスにも位置づけ

られているコース（方針 1）だ。 

 

 

湖岸から内陸部に入ろうとした時、今年も「魚のゆりか

ご水田プロジェクト」と書かれたのぼりを発見した。この

プロジェクトでは、湖魚が琵琶湖と田んぼを行き来できる

よう水路に魚道を設置し、湖魚が産卵、成育できる水田環

境を取り戻す取組をされており、化学合成農薬や化学肥料

の使用量を通常よりも５割以下に減らすなど環境にも配慮

した「環境こだわり農業」にも取り組まれている。自然環

境や琵琶湖を守る、滋賀県民として誇れる素晴らしい取組

だ。今年もここでとれたお米を購入し、食べることで、琵

琶湖を守っていきたい（方針 3）。 

 

湖岸を離れ、見渡す限りの麦畑のど真ん中に来た時、まさかのトラブル発生。

同行の友人の自転車がパンクした。全員、予備のチューブの持ち合わせがなく、

一瞬、途方にくれかけたが、自転車を乗せてくれるレスキュータクシーがあるこ

とを思い出し、電話でお願いすると来てくれた（方針 2）。 
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サイクルサポートステーション（方針 1）にもなっ

ているスーパーまでタクシーで移動した。タイ

ヤに合ったチューブが置いていたので購入し、

サポートステーション備付けの自転車用の工

具を借りて修理。居合わせたサイクリストの助

けを借りてクリアしたが、事前にダウンロード

した「ビワイチ」アプリからでも、パンクをし

た場合等のトラブル解決情報を見ることでき

るので安心だ（方針 2）。 

トイレもすませて再スタート。だいぶ予定より出発時間が遅れたので、最寄り

の駅まで走り、電車に自転車を乗せて移動する（方針 2）。 

 

次の駅で自転車と共に降りて旧街道を走る。

ここの旧街道は歩行者と自動車が一緒に通る

道だ。すれ違う人の優しい視線。ドライバーも

みんな笑顔だ。お互いがルールとマナーを守っ

ている（方針 2）。また、旧街道を自転車で走ってい

ると、自分が江戸時代の武士で、早馬に乗って

いるような錯覚に陥る。自転車に乗ると、県内

には素晴らしいものがたくさんあることに改

めて気付かされる（方針 3）。自転車の速度で走ると、

自動車で見える風景と異なる新たな気付きがあり、気になったところへ気軽に立

ち寄れるのが良い。 

 

旧街道沿いにある酒蔵を見学。地元でおいしい日本酒を造っているところがた

くさんあることも自転車に乗り始めてから知った。（方針 3）サイクリングの途中でお

酒は飲めないので、仕込用のお水を試飲。酒蔵では、定年後に手軽な運動として

自転車に乗り始めたという方から話しかけられる。県外からお孫さんを連れて

時々泊りがけで滋賀県でのサイクリングを楽しんでいる（方針 1）とのこと。お孫さ

んが大きくなったら日本酒で乾杯するのが夢だと話してくれた。買ったお酒は自

宅へ送ってもらった。 

 

再び湖岸に出る。以前は、自転車では走りにくいと感じたところも、整備が進

み、走りやすくなっていた（方針 2）。 

 

 湖岸にある公園のあずまやで休憩。女性 3 人組の

先客がある。湖岸沿いのビワイチコースは坂道が少

なく、最近特に女性に人気だそうだ（方針 1）。「ビワイ

チ」といえば男性ばかりというイメージだったが、

ずいぶん変わった。3 人は滋賀県の健康長寿を支え

るといわれる「発酵」文化を訪ねる旅の途中（方針 1）

で、半日だけビワイチ体験をしているとのこと。 
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 少しすると、サイクルウェアを着用したサイクリストと出会う。少し先にサイ

クリストが集まるカフェがあるらしく、そこの常連だそう。そこでは、自転車好

きのマスターを囲んで、自転車談義が盛んで、店主催のイベントも頻繁にあると

のこと（方針 3）。ベテランの人だけでなく初心者も気軽に入れて、自転車の楽しみ

方やメンテナンスの仕方なんかを教えてくれるそうだ。 

 

自分の住んでいる地域では、

時々地元の自転車好きが中心と

なってサイクリングイベントを

開いている。県外からの参加もあ

るが、どちらかといえば親子連れ

など地元の人が多い（方針 2）。自転車

で通勤や通学する人も増えて来

た印象がある。私も最初は友人か

らイベントへ誘われて自転車を始めた。それがきっかけで普段の生活でも自転車

利用が増え、だんだん体が軽くなってきた実感が出てきた。 

 

琵琶湖を眺めていると、ヨシ原を渡ってくる優しい風を感じた。ふと、子ども

の頃友だちと懸命に自転車で走った懐かしい思い出が頭をよぎった。変わらぬ恩

恵を与えてくれている琵琶湖に、感謝の気持ちが自然にわいてくる（方針 3）。最近、

サイクリスト仲間のひとりが琵琶湖の清掃イベントを始めた（方針 3）。自分も参加

しようかと思っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（文章中の下線部は、P12 に記載している基本方針とのつながりを表したものです。） 
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第３ 基本方針                               

目指す姿の実現に向けて、以下の３点の基本方針とします。 

 

 

  

国内外に向けたサイクリングブランド「ビワイチ」の確立および観光・ 

地域経済の振興につながる仕組みづくり 

 

 

 

 

サイクリストから自転車初心者まで、安全かつ気軽にサイクリングを 

楽しめる環境づくりや「ビワイチルール」の意識づけ 

 

 

 

  

県民自身が自転車で県内を周遊することで「地域の魅力再発見」「環境 

保全意識の醸成」「健康の増進」等につながる取組の推進 

 

 

 これら基本方針のもと、様々なデータを基に、次の施策対象層を想定し、取組

の方向性を示します。 

 

＜施策対象層＞ 

[A]県内各地を自転車で楽しむ方 （概ね１日で 20km～70km 程度走る方） 

体力等に応じ、「自転車」と「旅」の様々な楽しみのニーズを有する方。「安全」を

大前提に「ビワイチ・プラス」や「案内の充実」、「様々な交通機関との組み合わせの

提案」、「サポート拠点整備促進」等を施策の重点に据える。 

  → 自転車の楽しみ方のバリエーションをより深く知ってもらい、継続して滋

賀県におけるサイクリングの楽しさを広げていく 

 

[B]地域の周遊に自転車を活用する方（概ね１日で 2km～20km 程度走る方） 

観光地など目的地までの移動に自転車を活用する方。「気軽に自転車を利用できる環

境」や「散策による地域の魅力発見」等を施策の重点に据える。 

    → 日常利用から地域周遊まで自転車で楽しめる範囲を広げていく 

 

[C]琵琶湖一周体験を楽しむサイクリスト（概ね１日で 70km 以上走る方） 

 「琵琶湖一周の達成」を核とするサイクリング愛好者など。特に「安全」と「ルー   

ル・マナーの遵守」「立ち寄り推進」を施策の重点に据える。 

    → ただ走るだけではなく、どんどん寄り道してもらい、滋賀県の奥深い魅力

に触れていただく 

 

基本方針１ 

 

基本方針２ 

 
 
 

基本方針３ 
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第４ 施策の方向                               

対象層に応じた施策の方向性を整理した具体的な取組（例）は以下のとおりです。 

基本方針１ 国内外に向けたサイクリングブランド「ビワイチ」の確立および 

観光・地域経済の振興につながる仕組みづくり 

項目 具体的な取組（例） 
対象層※ 

Ａ Ｂ Ｃ 

「ビワイチ」サイクリングのブラ

ンド化 

・下記等の取組を通じた「ビワイチ」サイ

クリングブランドの構築 
◎ ◎ ◎ 

国内外に対する「ビワイチ」によ

る観光誘客 

・ターゲットに応じたプロモーション 

・サイクリングを組み込んだ旅行商品の開

発販売 

・海外に向けたプロモーションや多言語で

の魅力発信 

◎ ◎ 〇 

宿泊施設や観光施設等でのサイ

クリスト向けサービスの充実 

・自転車宅配サービス、手荷物当日配送サ

ービスの提供 

・サイクリスト向けサービスの充実 

・多言語での案内等の充実 

◎ ◎ ◎ 

目的地となるコンテンツの魅力

向上 

・立ち寄りスポットの掘り起こし 

・受入環境の整備（自転車駐輪スペースの

確保等） 

◎ 〇 〇 

立ち寄り観光や内陸部へのサイ

クリング推進 

・「ビワイチ」をはじめ、県内でゆっくり

サイクリングを楽しむ「ビワイチ・プラ

ス」の提案 

◎ ◎ 〇 

地域資源を活かした「ビワイチ」

商品の開発 

・「ビワイチ」ロゴマークを活用したサイ

クリスト向けの「滋賀ならでは」の商品

開発・販売 

◎ 〇 ◎ 

サイクリングツアーガイドの育

成・情報交流 

・ 利用者ニーズに応じたガイド養成講 

（安全誘導、観光案内、多言語対応等）

の実施 

・ サイクルツアーガイド同士が情報交流

し向上できる機会の創出 

◎ 〇 ◎ 

サイクリストの受入体制および

休憩拠点の整備促進 

・トイレや空気ポンプの無料貸し出しなど

サイクリストをサポートするサイクル

サポートステーションや休憩拠点、無料

Wi-Fi 等の整備促進 

◎ 〇 〇 

サイクリングに関する総合窓口

の設置 
・新たな組織の形成による推進体制の確立 ◎ ◎ ◎ 

※[A]県内各地を自転車で楽しむ方（概ね１日で 20km～70km 程度走る方） 

[B]地域の周遊に自転車を活用する方（概ね１日で 2km～20km 程度走る方） 

[C]琵琶湖一周体験を楽しむサイクリスト（概ね１日で 70km 以上走る方） 

該当する対象層に「〇」、「◎」は優先 
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基本方針２ サイクリストから自転車初心者まで、安全かつ気軽にサイクリン

グを楽しめる環境づくりや「ビワイチルール」の意識づけ 

 

項目 具体的な取組（例） 
対象層※ 

Ａ Ｂ Ｃ 

ルール・マナー遵守にむけた取組 

・自転車安全利用五則をはじめと

する法規遵守の一層の呼びかけ 

 

・県内でサイクリングする際に守

るべきルールと推奨されるマナ

ーの発信とドライバーへの啓発 

◎ ◎ ◎ 

自転車走行空間の確保 

・限られた道路空間を様々な利用

者がシェアし合える道路環境の

整備 

 

・コースの維持管理（草刈り等） 

◎ ◎ ◎ 

安全・安心な走行を支援する案内情報提

供（地点・ルート） 

・Web やスマートフォンアプリ、

サイクリングマップ等を活用し

たルート案内 

 

・誰もがわかりやすい案内表示の

充実 

◎ ◎ 〇 

様々な交通機関との組み合わせ推進 
・公共交通機関（鉄道、バス、タ

クシー、船等）との連携 
◎ 〇 〇 

トラブル時の相談や対応体制づくり 
・サイクルレスキュー体制の構築、

充実 
◎ ◎ 〇 

様々なニーズに対応できるレンタル自転

車の充実促進 

・県内のレンタル自転車施設の情

報収集、発信、設置促進 

 

・タンデム自転車、電動アシスト

自転車など様々なタイプの自転

車貸出しの検討 

◎ 〇 〇 

※[A]県内各地を自転車で楽しむ方（概ね１日で 20km～70km 程度走る方） 

[B]地域の周遊に自転車を活用する方（概ね１日で 2km～20km 程度走る方） 

[C]琵琶湖一周体験を楽しむサイクリスト（概ね１日で 70km 以上走る方） 

該当する対象層に「〇」、「◎」は優先 
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基本方針３ 県民自身が自転車で県内を周遊することで「地域の魅力再発見」

「環境保全意識の醸成」「健康の増進」等につながる取組の推進 

 

項目 具体的な取組（例） 
対象層※ 

Ａ Ｂ Ｃ 

県民自らの自転車日常利用の促進 
・日常利用、自転車通勤事例など自

転車情報の情報発信 
◎ ◎ ◎ 

自転車散策による地域の魅力発見と発

信 

・自転車散策の魅力発信 

・初心者向けサイクリング体験コー

スの紹介 

・写真撮影スポットの情報発信 

〇 ◎  

サイクリング体験機会の創出 

・地域住民による目的地となるスポ

ット、休憩場所等の掘り起こし、

情報発信 

・参加者ニーズに応じた気軽に参加

できるイベントの開催 

〇 ◎ 〇 

サイクリストとコミュニケーションが

生まれる環境づくり 

・自転車利用者から走行時に会う地

元住民への挨拶推奨 

・サイクルサポートステーションな

ど自転車利用者とコミュニケー

ションする場の設置促進 

〇 〇 ◎ 

サイクリングに関する健康情報の発信 
・サイクリングによる健康づくり促

進に向けた情報発信 
〇 ◎  

環境保全意識を醸成する取組 

・「ビワイチ」や「ビワイチ・プラ

ス」による自然とのふれあいの推

進 

・滋賀の自然や食、暮らし等を体験

するサイクリングツアーの開催 

・普段走行しているサイクリングコ

ース周辺（琵琶湖、河川、道路等）

の美化活動への参画 

〇  ◎ 

※[A]県内各地を自転車で楽しむ方（概ね１日で 20km～70km 程度走る方） 

[B]地域の周遊に自転車を活用する方（概ね１日で 2km～20km 程度走る方） 

[C]琵琶湖一周体験を楽しむサイクリスト（概ね１日で 70km 以上走る方） 

該当する対象層に「〇」、「◎」は優先 
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第５ 本ビジョンに基づき県が行う施策について                      

県が行う本ビジョンに基づく施策については、各主体との連携を図りながら、

下記のとおり推進するとともに、毎年進捗状況を確認します。また、「滋賀県「観

光交流」振興指針アクションプラン」等の分野計画で設定された施策でもあるこ

とから、適宜見直すことを通じて、より効果的な事業の展開を図っていきます。 

 

 

基本方針１ 国内外に向けたサイクリングブランド「ビワイチ」の確立および 

観光・地域経済の振興につながる仕組みづくり 

 

 

〇自転車で琵琶湖一周する「ビワイチ」のほか内陸部へ県内各地を周遊する「ビ

ワイチ・プラス」を安心・安全に楽しめるコンテンツとして確立させます。 

 

〇また、琵琶湖を中心に県内各地にある多様な資源を活かして県内全域への自転

車による周遊観光を推進することを通じて、国内外からの来訪促進をはかり、

地域活性化へつなげていきます。 

 

〇本ビジョンの具体的な推進は、県庁内で部局横断の連携が求められることはも

とより、市町や関係団体、事業者の方々、公共交通機関、県民の方々等と連携

しながら一体的に取組をすすめることが不可欠となります。効果的なビワイチ

推進に向けて、早急に新たな組織を形成するなど、推進体制の確立を目指しま

す。 

 

（主な取組） 

・Web、スマートフォンアプリ、サイクリングマップなど様々な媒体を通じた自転車

による県内周遊の推進 

・サイクルツーリズムの魅力発信によるインバウンド推進 

・地域資源を活かしたサイクリスト向け商品開発の促進に向けた取組 

・「ビワイチ」ロゴマークの活用に向けた取組、情報発信 

・サイクリングツアーガイドの養成 

・「ビワイチ」サイクルサポートステーション等の設置促進 

・効果的なビワイチ推進に向けた推進組織の形成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイクルツアーガイドの養成 サイクルサポートステーション講習会の開催 
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基本方針２ サイクリストから自転車初心者まで、安全かつ気軽にサイクリング

を楽しめる環境づくりや「ビワイチルール」の意識づけ 

 

〇自転車は、身近な移動手段であるがゆえに、車両という認識が薄くなりがちで

あり、車道や歩道等において、関係法令を遵守しない危険な利用が見られるこ

と等から、より一層、自転車の安全な利用および、自動車・歩行者との共存に

向けた取組を図っていきます。 

 

〇このため、「滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例（平成 28 年

滋賀県条例第 1 号）」に基づき、誰もが安全で快適にサイクリングできるよう

に、危険個所の注意喚起や路面表示等によるわかりやすいルート案内などの安

全対策を速やかに行うとともに、段差解消や草刈など、こまやかな維持管理に

よって心地よい走行環境を確保します。また、既存の道路用地を活用した自転

車走行空間のモデル整備に取り組み、歩行者・自転車・自動車が共存できる道

路環境整備を進めるとともに、交通安全に関する教育・啓発を通じて、交通安

全の意識の向上や事故への備えを進めます。 

 

〇また、初心者をはじめ、無理のないサイクリングを楽しめるよう、公共交通機

関（鉄道、バス、タクシー、船等）との連携や、安心して利用できるレンタサ

イクルの設置促進等の環境づくりを進めます。 

 

（主な取組） 

・県民に対する、または学校における自転車交通安全教育の実施 

・自転車損害賠償保険等への加入促進に向けた取組 

・自転車の安全で適正な利用の促進に向けた必要な広報および啓発 

・公共交通機関（鉄道、バス、タクシー、船等）との連携 

・安全・安心なレンタサイクル等の普及促進 

・道路環境の整備（矢羽根による路面表示、路肩拡幅等の整備、湖周道路の除草等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車走行空間整備 

（矢羽根による路面表示） 

自転車利用者への安全指導 

路肩拡幅等の整備 

公共交通機関との連携 
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基本方針３ 県民自身が自転車で県内を周遊することで「地域の魅力再発見」 

「環境保全意識の醸成」「健康の増進」等につながる取組の推進 

 

 

○県民自身による県内の自転車周遊を推進し、これまで気付かなかった地域の魅

力に改めて気付き、地域を誇りに思い、大切にしようとする心の醸成を目指す

とともに、「+cycle（プラス・サイクル）」構想により、自転車の日常利用推進

につなげる取組を併せてすすめることで、世界共通の目標である SDGs にも掲

げられている「経済成長と環境保全が両立し、誰一人取り残さない持続可能な

共生社会の実現」にむけた取組への発展を目指します。 

 

〇「ビワイチ」を通じ、楽しみながら琵琶湖に関わることで、琵琶湖の価値を再

認識し、もって琵琶湖の保全や再生に向けて主体的に行動を起こすことができ

る人材を育てるという観点からも、「ビワイチ」による自然とのふれあいを推

進します。 

 

〇また、県民の健康寿命の延伸を目指し、運動習慣者の割合の増加や運動しやす

いまちづくりの推進に努めていきます。 

 

 

（主な取組） 

・「+cycle（プラス・サイクル）」構想※１の検討・実施等に向けた滋賀プラス・サイクル

推進協議会の構成員としての参画 

・「ビワイチ」や「ビワイチ・プラス」を通じた自転車の普及・自転車に乗りやすい環境

づくりの推進 

・琵琶湖ならではの食文化や自然と共にある暮らしなど地域資源とサイクリングをつな

ぐ機会の創出 

・「ビワイチ」や「ビワイチ・プラス」を通じた環境人材の育成、環境保全の推進 

・「ビワイチ」や「ビワイチ・プラス」等のサイクリングコース周辺（琵琶湖、河川、道

路等）の美化活動への参画推進 

・県民の健康づくりのための活動の創出、県民の健康づくりにつながる健康情報や取組

方法の発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１「+cycle（プラス・サイクル）」構想 

個人の私的な移動手段としての役割に限定されていた自転車に対して、単なる公共交通との 

連携だけでなく、その役割を見直し、新しい価値と公共性を付与していくことで、自転車を地域

における公共交通体系のひとつとして位置づけていくこと。 
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１． ビワイチ推進総合ビジョンの策定に向けた検討経過 

（１）関係者等への意見聴取状況 

（２）意見交換・ヒアリング等の主な意見 

（３）海外事例（ドイツ）からの示唆 

 

 ２． 「ビワイチ」に係るこれまでの取組 

 

 ３． ビワイチ推進総合計画検討懇話会設置要綱 

 

 ４．滋賀プラス・サイクル推進協議会規約 

 

５． アンケート結果 

 

６．ビワイチ推進総合ビジョン 用語解説 
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１． ビワイチ推進総合ビジョンの策定に向けた検討経過   

本ビション策定に向け、下記のとおり行った意見交換やヒアリング等をふまえ、

目指す姿を描きました。 

 

（１）関係者等への意見聴取状況 

〇ビワイチ推進総合計画検討懇話会 

  自転車で琵琶湖を一周する「ビワイチ」を核に、観光振興、交流人口の増加

による本県の認知度向上や地域活性化（地方創生）につなげるため、自転車の

走行環境整備・交通システム整備・観光施策等をはじめ、様々な分野が一体と

なって「ビワイチ」を推進していく方向性を示す指針を策定することとし、経

済団体や民間団体、市町等の様々な主体が参画する「ビワイチ推進総合計画検

討懇話会」を設置し、幅広い意見・助言を頂いた。 

①第１回 平成 29 年 8 月 22 日 

 ・「ビワイチ」を取り巻く環境やこれまでの取組等にかかる情報共有 

・「ビワイチ」推進に向けた意見交換 

②第２回 平成 29 年 11 月 21 日 

・「ビワイチ」の推進に向けて 

・「（仮称）ビワイチ推進総合計画」の骨子（案）について 

③第３回 平成 30 年 2 月 5 日 

 ・ビワイチ推進総合ビジョンの原案について 

 

〇行政機関 

県内市町（19 市町：観光・道路部局）との意見交換を行った。 

①第１回 平成 29 年 9 月 12 日 

・「ビワイチ」を取り巻く環境やこれまでの取組等にかかる情報共有 

・「ビワイチ」推進に向けた意見交換 

②第２回 平成 30 年 1 月 26 日 

 ・ビワイチ推進総合ビジョンの原案に対する意見交換 

 

〇県民 

（意見交換） 

①第 7 回マザーレイクフォーラムびわコミ会議 2017 

日時：平成 29 年 8 月 26 日 

主催：マザーレイクフォーラム運営委員会／滋賀県 

②滋賀県立大学のカリキュラム（講座名：環境政策デザイン論・演習）の活用 

  日時：平成 29 年 10 月 17 日 

③「自転車と暮らす滋賀」を考える意見交換会 

日時：平成 29 年 11 月 17 日 

主催：一般社団法人輪の国びわ湖 

 ④第８回 輪学 2017 

日時：平成 30 年 2 月 14 日 

主催：一般社団法人輪の国びわ湖 
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（ヒアリング） 

①サイクリングを行っている人へのヒアリング 

日時：平成 29 年 9 月 18 日 

場所：道の駅みずどりステーション 

 ②地域住民へのヒアリング 

日時：平成 29 年 11 月 3 日 

  場所：マキノ公民館 

 

（アンケートの実施） 

①県政モニター制度を活用したアンケート（平成 29 年 7 月分） 

 ②日本最大級のスポーツ自転車フェス「サイクルモードインターナショナル

2017」でのアンケート 

日時：平成 29 年 11 月 3 日～5 日 

場所：幕張メッセ 

 

 

〇事業者等 

①滋賀県商工会議所連合会、滋賀県商工会連合会を通じて、平成 29 年 8 月～11

月にかけて、県内の各商工会議所および商工会等と意見交換を行った。 

（意見交換先 内訳） ※実施順に記載 

彦根商工会議所、米原市商工会、豊郷町商工会、多賀町商工会、甲良町商工会、

稲枝商工会、愛荘町商工会、瀬田商工会、野洲市商工会、大津北商工会、長浜

北商工会、東浅井商工会、守山商工会議所、近江八幡商工会議所、安土町商工

会、高島市商工会、大津商工会議所、草津商工会議所、八日市商工会議所、長

浜商工会議所 

②公益社団法人びわこビジターズビューローを通じて、会員（宿泊施設等）と意

見交換会を２回（長浜会場、大津会場）実施した。 

日時：平成 29 年 10 月 10 日、10 月 11 日 

③既にビワイチに関する有償事業を行っている事業者や自転車活用に向けた活

動を行っている団体等と意見交換を３回行い、論点整理した。 

日時：平成 29 年 10 月 3 日、10 月 16 日、12 月 13 日 

 

 

〇その他関係団体 

・滋賀県医師会（平成 29 年 11 月 1 日） 

・公益財団法人滋賀県体育協会（平成 29 年 12 月 7 日） 

・一般社団法人滋賀県トラック協会（平成 29 年 12 月 11 日） 

・一般社団法人滋賀県バス協会（平成 29 年 12 月 11 日） 
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（２）意見交換・ヒアリング等の主な意見 

 

① 受入環境の整備（利用者に合わせた事業展開、インバウンド含む） 

・サイクリスト歓迎のムードを醸しだし、楽しめる環境づくり 

・ブランド化する過程で最低限のベースとなるサービス水準の確保 

・欧米でサイクリングが好きな人は多く、欧米に向けていかにマーケティ

ングしていくか 

・言葉がわからなくても誰にでも分かる表示が必要 

・インバウンド団体客の経費負担が大きい 

・ビギナー層の受入体制 

・誰でも気軽にビワイチを楽しめる工夫 

・外国人を含む多くの人、普通の人に来てほしい。地域の自然や歴史、文

化をゆっくり味わってほしい。 

・気軽に乗っていただくためのアイディア出し、健康などテーマ性をもっ

て訴えることも必要 

・駐車場の確保、スタート地点等の情報発信 

・パンクした時のケア、体制の構築 

・立ち寄り先へのサイクルラックの設置 

・公共交通機関（鉄道・バス・タクシー・船等）との連携 

・湖上交通の積極的な活用 

・宿泊施設側の受入環境の整備（例：自転車を室内に持ち込める、持込み

自転車の点検） 

自転車観光向けの手ぶらサービス）の整備 

・サイクリストへのおもてなし体制の構築 

 ・サイクルサポートステーションのようなサービス拠点の充実化 

 ・レンタサイクル業者の誘致、レンタル自転車施設の確保 

 ・トイレの確保 

 ・市町村・主体の違いによるサービスの違い 

 ・誰もが言葉がわからなくてもわかる表示が必要 

・インバウンドの受入体制の構築 
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② 走行環境・案内表示 

 

・シニアや家族連れなどゆっくり楽しんで下さる方々にもお越しいただけ

るように。そのためには、だれでも走れる、安全に走れることが必要 

・15 万人という目標を達成したときに、現状の環境で収容できるのか、

安全は確保できるのか 

・どうやって車道に下ろしてここちよいスピードで走れるようにしていく

か。しかし、車道を怖くなく走れる地域が日本国内には少ない 

・初めて来た人でも準備しなくても回れる環境整備が必要。安全でルート

がわかりやすいことが必須 

・道路は大体良いが部分的にわかりにくく走りにくい 

・環境整備、専用道路、案内表示。危険な場所の表示は至急にお願いした

い。琵琶湖大橋では、南側を走ってしまい、とても怖い思いをした。北

側が広い、といった案内もない 

・車から幅寄せされるなどの嫌がらせを受けた経験のある人がいる 

・ルート・スポットの分かりにくさ、サイクリングの目的地の提案 

・車道を怖くなく走れるモデル地域化 

・草刈りがしてあると印象がまったく違うので、小まめな整備必要 

・走行環境は自転車自動車ともに厳しいため、共存できるようにするため

の環境整備が必要 

 ・早期の自転車道の整備、走行空間の確保 

 ・自転車の走行に適した道路整備や青矢羽等の案内表示の整備 

 ・歩行者と自転車通行車の空間分離 

 ・立ち寄りたくなる場所やサイクリストのチャレンジ精神をくすぐるコー

ス等の可視化 

・ターゲット、力量に応じたルートプラン提示 

 ・長すぎないコースの構築 

 ・自転車交通としての幹線道路の位置付け（自転車交通施策としてどのよ

うに位置づけるか） 

・早く一周ではなくスピードを落とさせる 

・危険ポイントの洗い出し、事故情報の周知 

・日常的に楽しめる自転車空間づくりが必要である。そのためには地元か

ら理解されることが大切であり、地元の人が楽しめる仕掛けが必要 

・歩道と車道を区切る縁石、柵、ガードレール、段差や車止めは最新の安

全性の研究を踏まえて設置。 
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③ ルールとマナー 

・マナーの統一ガイドラインづくりと周知。 

・自転車環境を進める上での交通安全対策への不安 

・マナーの向上ももっと呼びかけてほしい。ポイ捨ての禁止、声がけ、あ

いさつ 

・日本人が自転車のルールを知っているか。特に自動車免許を持っていな

い人はルールを知らない。インバウンドでは、ルールを知らないドライ

バーに自転車が走る区域であることを理解してもらうことも必要。 

いかに車道を怖くなく、気持ちよく走れるか、モデルが出来れば自転車

を日常的に利用する人口を増やすことが、サイクリストに対する理解が

進み、マナーの底上げにつながる 

・「声がけ」しないためにおこる接触事故がある。ロングライドイベント

で呼びかけても追い抜きの際に声を出してもらえない。相互のコミュニ

ケーションをとる習慣づけが現在の課題 

・ずらっと自転車が並ぶと追い抜けない。少しずつ分かれて走るというマ

ナーを発信いただけるとありがたい 

・危険情報、マナーは伝え方に工夫が必要。説教にならないように（「～

はダメ」という表現は避ける） 

・ビワイチの左回りの推奨をもっと広報してほしい 

・この地域のルールを作る 

 ・安全面への考慮、安全に走るためのルールの明確化 

 ・気軽に入れる自転車保険のシステム構築 

 ・安全対策の実施 

・サイクリストへのマナー啓発 

 ・地域住民と観光客が安全に楽しめるような安全対策の実施 

 ・自動車と自転車の共存関係の構築 

 ・利用者のマナー向上に向けた取組 

 ・サイクリスト、歩行者、車が配慮し合いながらビワイチを楽しめる環境

整備 

 ・子どもを守るような配慮も必要。ルールを守らせる表示 

 ・学校での交通安全教育との連動 

 ・ビワイチ計画書など安心できる状態づくり 

・運転免許更新時にルールとマナー講習、意識づけ 

 ・ヘルメット着用の推進 
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④ 観光振興・地域活性化 

 

・ビワイチを通じて、琵琶湖の良さを伝えることが大切 

・ビワイチに物語性（ストーリー）を出すこともありだと思う 

 ・ビワイチの認知度が低い 

 ・サイクリストよりも家族連れを増やすことが大事。地域活性化につなが

る取組をやってほしい 

 ・サイクルツーリズムに関連する民間事業の継続性 

 ・消費金額などの目標値 

・まず土地の魅力をアピールし、琵琶湖の大きさを分かりやすく伝えるこ

とも重要 

・滞在型の様々なツーリズムの提案 

 ・自転車で持ち運べるサイズの食べ物開発、販売 

 ・アプリの活用、ターゲットに応じたプロモーション 

 ・サイクリストを立ち止まらせる工夫、サイクリスト向けの商品開発 

 ・サイクリストの滞在時間を増やしてお金を落とす仕組みづくり 

 ・事業者を巻き込んだ自転車観光の仕組みづくりや良さを活かした取組 

・地域資源（西の湖等）、観光地、歴史文化のあるところへの誘導、ビワ

イチを活用した地域発信 

 ・休憩拠点、立ち寄り場所の明解化 

 ・地域の良さを活かした地域らしいイベントの開催、ツアー造成 

・サイクリスト向けの立ち寄りマップ（クーポン付）の作成 

 ・サイクリスト向けの宿泊施設の情報発信 

 ・サイクリストへの特典サービス（例：入場料無料、飲食物割引、団体客

無料） 

 ・自転車用のドライブスルー 

 ・内陸部で人気の飲食店の湖岸への出店 

 ・ビワイチのキャラクターの募集 

 ・写真撮影スポットの開拓、情報発信 

 ・ビワイチ＋αの魅力発信、ＳＮＳ等への動画配信 

 ・地域のお店、おいしいもの紹介 

 ・地元のおいしいものを手軽な補給食として提供（「おいしが・うれしが」

と連携など）。 

 ・サイクリストへ声がけする人や、話し相手になる人がいる。地元で長く

暮らす人や自転車好き、ビワイチ体験者など。 
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⑤ サブルート（ビワイチ・プラス） 

 

・15 万人の目標値を達成した時に交通容量として大丈夫か。基本はピー

クを発生させずに集中させずに吸収する。ルール、マナーも大切だがそ

れだけでは吸収は無理。ひとつのルートに集中させずに分散させて吸収

することも必要。スピードを落とさせ、地域に寄り道も必要 

・きれいなルートは安全でよいが、集落内などそうではないところを走る

のも魅力的 

・「サブルート」はぐるっと博、日本遺産との連携が必要 

・（自然の豊かなコースの人気が高い一方で）琵琶湖一周以外のルートが

知られていない 

・ほとんどのサイクリストは「最短距離」ではなく、スピードを落とし、

集落を回らせることが観光として魅力的である。サブルートとして旧道

を活用するなどして（地域にとってメリットのある）サブルートの磨き

上げも大事では。メインルートだけでなく。そういう視点も必要ではな

いか 

・ビワイチだけでなく、内陸部へ誘客するビワイチ・プラスの施策推進 

・二次交通が弱い地域における自転車観光推進への可能性 

 ・平坦なビワイチコースとは違うヒルクライムの要素を加えたコース開発 

・琵琶湖沿いに限定せず広げていく 

 

 

 

⑥ ブランド化 

 

・「ビワイチ」がブランド化されていない。「ビワイチ」に来る方への約束

事がブランドにつながると思う 

・みんなが「いい」と思えることがブランド化。共感してもらうことが大

切。個人の達成感にむけた認定制度だけではブランド化にはならない。

認定証は知名度を高めることには役立っているかもしれないが、それだ

けでビワイチをブランドにするということはない。住民・事業者・サイ

クリストを巻き込んだソーシャルグッドが必要 
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⑦ 来訪者と地域とのつながり 

 

・成功する地域には、地域に住まわれる方々が自転車を受け入れる体制

ができている 

・来ていただく地域にウェルカムの姿勢が必要。地域の人々から受け入

れて頂いていると感じられるか 

・滋賀県民にとっても参加し甲斐のある、担いがいのあるビワイチにど

うするか。滋賀県民が自転車文化を支え、担い、自転車を楽しむため

に滋賀県に引っ越したいと思われるような情景を生み出すことが大切 

・地元の人の共感を得ることがないと地域の住民に受け入れてもらえな

い 

・受け入れられていない地元への配慮 

 ・小中学校で使用する自転車ヘルメットのスポーティー化（将来、サイ

クリングをする子供も増え、親にも理解されやすくなるのでは） 

 ・道路整備は時間がかかるため、まず県民にビワイチの良さを知っても

らうことが必要 

 ・地域住民とサイクリストが触れ合ってもらうようなアプローチ 

 ・小学生によるビワイチ体験の授業導入、学校関係との連携 

 ・地元の人がファミリーで楽しめる、子どもと女性が参加するイベント

やツアー。 

 ・自転車を介して仲間が増えるまちづくり。 

 ・サイクリストが互いに声を掛け合え助け合える関係づくり。 

 

 

 

 

⑧ ガイド養成 

 

・サイクルガイドが不足している 

・琵琶湖一周向けと地域向けでガイドに要求されるスキルが異なる 

・海外ではガイドをつけて走るのが普通。地域の方とのコミュニケーシ

ョンの橋渡しも含めたガイドの必要性、日本ルールの周知、文化と安

全マナーの伝達 

・ガイドの育成は長期的に見ても必要 

・走行管理ができる人を育てていくのも大切。この地域を走るなら、こ

の地域のルールを守って頂けるようにルールを作り、地域が中心とな

ってルールを広めていく 
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⑨ 推進主体の形成 

  

・推進主体の役割分担 

 ・先進的に取り組む主体（官・民）への後押し、支援 

 ・周辺府県市町村との連携 

 ・初心者からワンストップで相談できる窓口の整備 

 ・官と民の役割分担の整理 

 ・県内全体の盛り上がりに向けた働きかけ 

 ・市民、自転車関連や観光事業者、行政が協働で、サイクルツーリズムと

日常での自転車の地位向上に向けて取り組む場を設ける（自転車コミュ

ニティのネットワーク拠点） 

 

 

 

 

⑩ 情報発信 

 

・レンタサイクルを利用されない方への情報の伝達方法 

・安全の確保（ルール・マナー・道路情報・事故情報） 

 ・対象者別に分けた情報提供 

 ・対象者別に分けたルート案内 
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（３）海外事例（ドイツ）からの示唆 

 ヒアリングの中で、海外事例も参考にすべきとの声があったため、ドイツ事例

を以下にまとめました。（一般社団法人輪の国びわ湖調べ） 

 

 サイクリング客のためのインフラとして、ドイツで最も重視されているのは、

サイクリングロードと標識、それに加えてサイクリングマップです。 

 ドイツでの自転車道整備の考え

方は、できるだけ車と自転車の道を

分離する。そしてサイクリングルー

トは既存の専用道、車道、歩道等を

できるだけ利用する。途中、多少走

りにくい所があっても連続性を確

保することを主眼に置き、それぞれ

の場所で自転車はどこを走ればい

いのかを標識により明示するとい

うことです。 

また、幹線道路沿いの自転車レー

ンよりも、道が狭くても車が通らな

い自然に囲まれた中をゆっくり走れる道が推奨されています。 

 

ドイツで大きな書店に行くと、ドイツやその周辺の地域のコースを紹介した何

百種類もの詳しい内容のサイクリングマップやガイドブックが販売されている

のを見ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイクリングを楽しむ観光客は、ドイツでは、日本より夫婦や家族連れの割合

がずっと高く、一見、サイクリングとは無縁な雰囲気の人々がサイクリングを楽

しんでいる姿を多く見かけます。この傾向はボーデン湖ではさらに顕著であり、

年配の夫婦や家族連れが主流を占めています。 
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ボーデン湖は琵琶湖の約 8 割の大きさのドイツ最大の湖で、鉄道がほぼぐるっ

と取り巻いて走っているなど琵琶湖と類似性が高い湖です。高級保養地であり、

かつ年間のサイクリング客が約 65 万人であるなど、滋賀にとって非常に参考に

なる地域です。 

またボーデン湖には、日常用、観光用を兼ねたフェリーや高速線の航路が多く

あります。フェリーは当然ですが、高速船にも自転車をそのまま積載することが

できます。ただし、特に自転車積載用の設備があるわけではなく、甲板上に自転

車を重ねて置くだけです。乗り降りの際も他の人々と同じ出入り口から自転車を

押していきます。 

 

 公共交通への自転車積載の例としては、他に列車があります。ドイツでは、日

本の新幹線にあたる ICE（Intercity-Express）以外のほとんどの列車に自転車積載

用車両が連結されており、自転車をそのまま載せることができます。 

 また、ドイツでは自転車に対する一般の人の理解が進み、住民とのあつれきは

ないとのことでした。ドイツは車にも自転車にも乗るのでお互いの理解が通じや

すく、また、皆が普段の生活で自転車を使っているため自転車に対して友好的で

あるとのことです。 
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２．「ビワイチ」に係るこれまでの取組                   

 滋賀県内では、発祥の時期は定かではありませんが、小中高生や大学生が冒険

代わりに琵琶湖一周サイクリングする文化があります。 

 その発祥の一つと考えられるのが、1972 年から 25 年かけて、琵琶湖の環境保

全・治水・利水にかかる総合開発事業です。この時に琵琶湖をぐるっと一周でき

る、「湖周道路」が完成しました。 

 

 2001 年、県は 193ｋｍのコース「ぐるっとびわ湖サイクルライン」を沿線市

町、関係機関と調整し、サイクリングマップを作成し、配布を開始しました。こ

れに合わせて、案内看板や距離標等を整備し、環境整備を行いました。インター

ネット上で一番古い「ビワイチ」の表記も 2001 年であり、この頃から「ビワイ

チ」という言葉が、サイクリングファンの間で広がり始めたと考えられます。 

 

 現在では、学校行事や社員研修で琵琶湖一周などのサイクリングをされる主体

もあります。イベントとしても 1980 年代から琵琶湖一周する自転車のイベント

や、ヒルクライム（坂を登るイベント）、ロングライド（長距離を走るイベント）、

エンデューロ（耐久レース）、クリテリウム（周回レース）等が開かれています。 

 

 2012 年 8 月、滋賀プラス・サイクル推進プランを進める主体として、滋賀プ

ラス・サイクル推進協議会が設立されました。滋賀プラス・サイクル推進協議会

では「日常利用」と「観光利用」を２つの軸として、車から自転車への転換を促

すまちづくりを、連携・情報共有のプラットホームとして機能することで進めて

います。行政・民間の横断的な「観光利用」の取組としては、受入体制の整備を

進めるため、サイクルサポートステーションの設置を開始させたり、サイクルツ

アーガイド講座を実施されています。また歴史・文化・豊かな自然など、滋賀の

多彩な魅力を体感・体験するサイクルツーリズムを推進していくための旗印とし

て、県内外に「ビワイチ」サイクルツーリズムのロゴを広く募集し、定めるなど

の活動が行われています。また、企業との連携の中で、ワンウェイレンタサイク

ルや、手荷物の当日配送なども行われています。 

 

 滋賀県においては、「ぐるっと琵琶湖サイクルライン」マップを刷新し、多言

語（英語・中国語（繁体字））対応させるとともに、県内の街道や歴史遺産、紅

葉などの絶景、サイクルトレインなど、「ビワイチ」だけではない魅力を発見し

ていただき、琵琶湖岸だけでなく県内全域でサイクリングを楽しんで頂けるよう、

テーマで巡る「ビワイチ・プラス」など、自転車での楽しみ方もあわせて紹介し

ています。また「ビワイチ」を安全に楽しんでいただけるよう、まずは道路の段

差解消、矢羽根による路面表示・案内整備など条例に基づく安全対策や分かりや

すいコース案内の整備を進めるとともに路肩拡幅による自転車の走行空間の整

備もあわせて行っています。また「ビワイチ」ルートでもある湖周道路の除草回

数を従来より増やすなど維持管理の強化にも進めています。 

 



 

ビワイチ推進総合ビジョン  34 
 

公益社団法人びわこビジターズビューローにおいては、「ビワイチ」の魅力を

多くの人に知ってもらうため、サイクリングイベントに出展したり、自転車情報

雑誌に掲載するなど広報活動も行われています。 

 

 県内市町をみると、守山市では「ビワイチ」の発着点としての PR を進められ

ると共に、市民による協議会を設置されるなど、自転車文化の普及にも努められ

ています。また米原市では米原駅へのレンタサイクル拠点の設置や地域ルートの

設定・PR を地域と共に進められています。さらに大津市、草津市、彦根市、長

浜市、高島市、日野町、愛荘町等の県内市町では、自転車イベントやサイクリン

グガイドツアーの実施、サイクリングマップの作成、レンタサイクルの推進が進

められています。また、琵琶湖一周サイクリングが注目を集めるに伴い、「ビワ

イチ」の盛り上がりを地域振興に活かそうとする地域も増えており、湖上交通・

サイクルトレインの活用、インバウンドを含むツアー造成の推進も行われるよう

になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ビワイチ推進総合ビジョン  35 
 

３．ビワイチ推進総合計画検討懇話会設置要綱                
（目的） 

第１条 自転車で琵琶湖を一周する「ビワイチ」を核に、観光振興、交流人口の増加による本県の認知度向

上や地域活性化（地方創生）につなげるため、自転車の走行環境整備・交通システム整備・観光施策等をは

じめ、様々な分野が一体となって「ビワイチ」を推進していく方向性を示す指針となる総合計画の策定に当

たり、関係団体、専門的知識を有する者等の幅広い意見の聴取を行うため、「ビワイチ推進総合計画検討懇

話会（以下、「懇話会」という。）」を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 懇話会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）（仮称）ビワイチ推進総合計画の策定に関する意見・助言 

（２）その他（仮称）ビワイチ推進総合計画の策定にあたり必要と認められる事項に関すること 

 

（組織等） 

第３条 懇話会の委員は、別表に掲げる委員で構成する。 

２ 委員がやむを得ない事情により懇話会に出席できないときは、その委員が委任する代理者を出席させる

ことができる。この場合において、代理人は、会議が開かれる前に委任状を提出しなければならない。 

３ 懇話会に座長を置き、委員の互選により定める。 

４ 座長は、懇話会の会務を処理し、懇話会を代表する。 

５ 座長に事故のあるときは、座長が指名した者が、その職務を代理する。 

６ 懇話会に必要に応じてオブザーバーを置くことができる。 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、本要綱施行の日から（仮称）ビワイチ推進総合計画の策定の日までとする。 

 

（会議） 

第５条 懇話会は滋賀県商工観光労働部観光交流局長（以下、「局長」という。）が招集する。 

２ 懇話会は公開とする。ただし、局長が必要と認めたときは、非公開とすることができる。 

３ 局長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。 

 

（庶務等） 

第６条 懇話会の運営に関する庶務は、滋賀県商工観光労働部観光交流局において処理するものとする。 

 

（委任） 

第７条 この要項に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は局長が別に定める。 

 

付 則 

この要綱は、平成 29 年 7 月 6 日から施行する。 

この要綱は、平成 29 年 11 月 21 日から施行する。 
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（別表）ビワイチ推進総合計画検討懇話会委員名簿 

 

氏   名 所属・役職名 

伊吹 惠鐘 滋賀プラス・サイクル推進協議会副会長 

小川 圭一 立命館大学理工学部都市システム工学科教授 

喜多村 樹美男 近江鉄道株式会社代表取締役社長 

絹代 サイクルライフナビゲーター 

小出 彩子 インサイドジャパン・ツアーズ日本支店長 

佐藤 郁子 一般社団法人日本旅行業協会関西支部滋賀地区委員会 

佐藤 良治 公益社団法人びわこビジターズビューロー会長 

菅又 武之 西日本旅客鉄道株式会社近畿統括本部営業課観光推進室長 

大道 良夫 滋賀県商工会議所連合会会長 

堂中 定雄 滋賀県自転車軽自動車商業協同組合理事長 

仲間 浩一 トレイルバックス代表 

 

※敬称略、五十音順 
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４．滋賀プラス・サイクル推進協議会規約                  

（名  称）  

第１条  この会は、滋賀プラス・サイクル推進協議会（以下、協議会という。）と称する。  

  

（目  的）  

第２条  これまで個人の私的な移動手段としての役割に限定されていた自転車に対して、単なる公共交通と

の連携だけでなく、その役割を見直し、新しい価値と公共性を付与していくことで、自転車を地域における

公共交通体系のひとつとして位置づけていく「+cycle（プラス・サイクル）」構想を実施していくことを目的

とし、「環境のため、健康のため、人にやさしいまちづくり」及びサイクルツーリズムを目指す。  

  

（事  業）  

第３条  協議会の所掌事務は次の各号に掲げるとおりとする。  

（１）「+cycle（プラス・サイクル）」構想の検討・実施  

（２）自転車に関する課題・情報の共有と相談に応じた協力支援  

（３）その他、目的を達成するために必要な事項  

  

（構  成）  

第４条  協議会は、別表に掲げる委員をもって構成する。  

  

（役  員）  

第５条  協議会活動の円滑な推進のため、以下の役員をおく。  

（１）会長      １名  

（２）副会長    ２名  

（３）監事      ２名  

２  会長は滋賀県知事とし、副会長および監事は委員の互選により定める。  

３  会長は、協議会の議長となり、会務を総理する。  

４  副会長は、会長を補佐し、やむをえず会長が出席できない時は、その職務を代理する。  

５  監事は、協議会の会計を監査する。  

  

（役員の任期）  

第６条  役員の任期は一年とする。ただし、再任は妨げない。  

２  役員の途中退任における補欠役員の任期は、前任者の残任期とする。  

  

（会  議）  

第７条  協議会の会議は、会長が招集する。  

２  会長は、必要があると認めるときは、委員以外の出席を求め意見を聞くことができる。  

  

（ワーキンググループ）  

第８条  協議会には、「+cycle（プラス・サイクル）」構想のワーキンググループをおく。   

２  ワーキングループのテーマは次の各号に挙げるとおりとする。  

（１）ルール・マナー・安全（自転車をもっと安全に乗るために）  

（２）情報発信（自転車をもっと楽しむために）  
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（３）環境整備（自転車をもっと利用するために）  

３  ワーキンググループは委員数名によって構成する。また、委員以外の者を構成員に加えること 

ができる。  

４  ワーキンググループは検討・実施した結果を協議会へ報告することとする。  

５  ワーキンググループの運営に関し必要な事項は、別に定める。  

  

（幹事会）  

第９条  本会の事業を円滑に遂行するため、幹事会を置く。  

２  幹事会は、会長が指名した委員、事務局長によって構成する。  

３  幹事会は、協議会の事業の執行に関する企画、立案を行うとともに、次に掲げる事項について 

決定する。  

（１）協議会に付議すべき事項  

（２）協議会で議決した事項の執行に関すること  

４  幹事会の議事は、全会一致をもって決するものとする。  

  

（事務局）  

第１０条  協議会の事務を処理するため、事務局を滋賀県土木交通部交通戦略課内に置く。  

２  協議会の事務局は、事務局長及びその他事務局員を置く。  

３  事務局長は滋賀県土木交通部交通戦略課課長とし、その他事務局員を指名することができる。  

  

（会  計）  

第１１条  協議会の経費は、負担金、補助金、寄付金およびその他の収入をもって支弁する。  

２  協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わるものとする。  

  

（その他）  

第１２条  この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。  

  

（規約の改正）  

第１３条  この規約や変更の必要が生じたときには、協議会の会議において検討のうえ変更する 

ものとする。  

  

附則  この規約は平成２４年８月２３日から施行する。  

附則  この改正は平成２６年６月２６日から施行する。  

附則  この改正は平成２７年９月２日から施行する。  

附則  この改正は平成２８年３月２８日から施行する。  

２  この改正に伴って新たに副会長の選出を行う際の任期は、第６条の規定にかかわらず、現副 

会長の残任期とする。 
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５．アンケート結果                           
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６．ビワイチ推進総合ビジョン 用語解説                  

 

索引 用語 解説 

カ行 

環境こだわり農業 

化学合成農薬・化学肥料の使用量を減らしたり、濁水の流出を

防止するなど、琵琶湖をはじめとする環境への負荷を減らす技

術を用いて行われる農業のこと。 

環境こだわり農産物 

県が定めた基準に基づき、化学合成農薬や化学肥料の使用量を

通常の栽培の５割以下に減らすとともに、濁水の流出防止等、

琵琶湖をはじめとする環境への負荷を減らす技術で生産され、

県の認証を受けた農産物のこと。 

ぐるっと琵琶湖 

サイクルライン 

県の象徴であり日本一の大きさを誇る琵琶湖を一周しながら周

辺の自然や歴史、観光地等を楽しむなど滋賀県をまるごと満喫

できるサイクリングコースを県と市町で検討し、選定したもの。 

瀬田唐橋（大津市）の中の島を起終点する全長約 193km あり、 

今ある道路の中から比較的自転車が安全かつ快適に走行できる

琵琶湖周遊道路を選び、初めて一周する人も安心してサイクリ

ングできる道路として推奨している。 

クロスバイク 

ロードバイクと比べてやや太めのタイヤとフラットなハンドル

バーを備えた舗装路用の自転車の総称。ロードバイクほど軽量

ではないが、非舗装の一般道の走行も可能な中庸的性格をもつ。 

ココクール マザーレ

イク・セレクション 

滋賀ならではの資源や素材を活かし、心の豊かさや上質な暮ら

しぶりといった滋賀らしい価値観を持つ商品やサービスを、自

薦・他薦により広く募り、「選び」「魅せる」ことで、その良さ

を発信し、多くの方に体感いただき、こうした滋賀の商品やサ

ービスのファンとなっていただけるように、平成 24 年度、滋

賀県が新たに始めた取組のこと。 

滋賀らしい 5 つの選定基準、「1.自然との共生、2.三方よし、3.

上質な暮らしぶり、4.滋賀らしさ・創造性、5.市場創造性」に

基づいて、特に素敵なものを「ココクール マザーレイク・セレ

クション」として選定・発信している。 

サ行 

サイクリスト 
自転車愛好家。ただし、本ビジョンでは、自転車を利用者する

人も含めて「サイクリスト」と表現している。 

サイクリング 自転車での走行を楽しむこと。 

サイクルウェア 

吸汗速乾性の高いスポーツ素材を使い、自転車に乗ることを想

定して縫製されたウェア。硬いサドルにまたがることを前提と

し、お尻部分にパッドが入り、空気抵抗を減らす目的で、身体

にぴったりとしたラインのものが多い。近年は、デザインをア

パレルに近付けたカジュアルなウェアや女性向けのワンピース

なども人気。 
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サイクルサポート 

ステーション 

滋賀プラス・サイクル推進協議会が設置を促進する、トイレ、

空気ポンプ、自転車工具、駐輪場所を備えるなどのサービスを

基本とした、自転車を乗る人をサポートする拠点（施設）。拠点

（施設）によっては、更に多くの自転車向けサービスを行う箇

所もある。 

サイクルツアーガイド 

自転車旅行における有料のツアーガイド。役割としては、道案

内、事物・スポットの解説、安全管理・安全対応、風景の翻訳

解説（インタープリティング）を担う。ガイドのためのルート

をクリエイトし、地域のさまざまな魅力を紹介する。 

サイクルラック 
自転車を駐輪する器具。スタンドのない自転車も安定した状態

で支えるものが増えている 

サイクルレスキュー 

自転車走行中にパンク等のトラブルが発生した時に対応するサ

ービス。トラブルの発生した場所に駆けつけての修理や、最寄

りの自転車店等へ搬送など、サイクリングにかかるトラブルの

解消を行うサービス。 

魚のゆりかご水田 
魚が水田まで自然に上れるような魚道をつくり、魚にやさしい

農業を実践している水田のこと。 

滋賀プラス・サイクル 

推進協議会 

個人の私的な移動手段だけでなく、公共交通との連携など、新

しい価値と公共性を付与し、自転車を地域における公共交通体

系のひとつとして位置づけていく「+cycle（プラス・サイクル）」

構想を実施していくことを目的とし、「環境のため、健康のため、

人にやさしいまちづくり」を目指して、平成 24 年 8 月 23 日に

設立された団体。学識経験者や自転車関連の団体、運輸・観光

などの事業者や自治体などにより構成される。 

シティサイクル 

都市部での日常的な移動を想定し設計された実用車。一般的に

「ママチャリ」「軽快車」という呼称で呼ばれることが多い。タ

イヤも比較的太く、リラックスした乗車姿勢で乗ることができ、

安定性が高い。カゴ付きのものが多く、日常の交通手段等に多

く愛用されている。 

タ行 タンデム自転車 

複数の座席をもち、複数の乗員が前後一列に乗って同時に駆動

できる二輪または三輪の自転車のこと。 

滋賀県では、２つのペダルと座席のあるタンデム自転車に、 

運転者以外の者を１人乗車させることができる※。 

※滋賀県道路交通法施行細則（平成 30 年 4 月 1 日施行） 

サ行 
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チューブ 

自転車のタイヤの中に入れて用いるゴム管。チューブにはバル

ブが付いており、バルブから空気を入れて膨らませて使用する。

自動車ではタイヤとチューブが一体になっているものが一般的

だが、自転車ではタイヤとチューブは別になっているものが一

般的。この部分に穴が開くと、空気が抜けてしまいパンク状態

となる。パンクした際には、シティサイクル等では補修が一般

的だが、スポーツタイプの自転車の場合、チューブごと交換す

ることが多い。 

ハ行 

バルブ 

チューブに空気を入れる入口。シティサイクルで主に用いられ

る英式、ロードバイクやクロスバイクで主に用いられる仏式、

マウンテンバイクで主に用いられる米式と、３種類の形式があ

り、対応した空気ポンプが必要。米式バルブはオートバイや自

動車のタイヤバルブと同じものである。 

ビワイチ・プラス 
県内の豊かな自然や文化等の魅力に触れながら、琵琶湖沿いか

ら離れて内陸部を巡るサイクリングのこと。 

フィッティング 

（自転車） 

スポーツバイクにはサイズがあり、乗り手の身体に合っている

ことが重要であり、最適な形で乗れるよう、乗り手の股下や手

脚の長さ、柔軟性、志向などに合わせ、フレームのサイズに加

え、ハンドル～サドル間の距離やサドル高などを、調整してい

くこと。 

ポタリング 

行き先や計画を決め込むのではなく、リラックスして自転車で

散策すること、から転じ、のんびりとしたペースで、楽しむ短

中距離のサイクリングを指すことが多い、 

マ行 マウンテンバイク 

太いブロックタイヤ、フラットで幅の広いハンドルバー、ロー

ドバイク・クロスバイクと比べて強力なブレーキ、急坂を登坂

可能な低いギア比、衝撃吸収用のサスペンションを前あるいは

前後に備えている、悪路走行用のスポーツ自転車の総称。 

ラ行 ロードバイク 

細く走行抵抗が低いタイヤや、様々なポジションを取れるドロ

ップハンドルを備えた、軽量で高速走行が可能なギア比を持つ

舗装路用のスポーツ自転車の総称。 

 

 

タ行 


